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平成１６年第２回平成１６年第２回平成１６年第２回平成１６年第２回

美唄市議会臨時会会議録美唄市議会臨時会会議録美唄市議会臨時会会議録美唄市議会臨時会会議録

平成１６年８月２５日（水曜日）平成１６年８月２５日（水曜日）平成１６年８月２５日（水曜日）平成１６年８月２５日（水曜日）

午前１０時００分 開会午前１０時００分 開会午前１０時００分 開会午前１０時００分 開会

◎議事日程◎議事日程◎議事日程◎議事日程

第１ 会議録署名議員の指名第１ 会議録署名議員の指名第１ 会議録署名議員の指名第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期決定の件第２ 会期決定の件第２ 会期決定の件第２ 会期決定の件

第３ 諸般報告第３ 諸般報告第３ 諸般報告第３ 諸般報告

第４ 議長報告第４ 議長報告第４ 議長報告第４ 議長報告

第５ 議案第５６号 平成１６年度美唄市第５ 議案第５６号 平成１６年度美唄市第５ 議案第５６号 平成１６年度美唄市第５ 議案第５６号 平成１６年度美唄市

下水道会計補正予算（第１号）下水道会計補正予算（第１号）下水道会計補正予算（第１号）下水道会計補正予算（第１号）

第６ 決議案第２号 美唄市地域医療問題第６ 決議案第２号 美唄市地域医療問題第６ 決議案第２号 美唄市地域医療問題第６ 決議案第２号 美唄市地域医療問題

等調査特別委員会設置に関する決議等調査特別委員会設置に関する決議等調査特別委員会設置に関する決議等調査特別委員会設置に関する決議
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副議長 吉 田 栄 君副議長 吉 田 栄 君副議長 吉 田 栄 君副議長 吉 田 栄 君
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阿 部 良 雄 君阿 部 良 雄 君阿 部 良 雄 君阿 部 良 雄 君総 務 部 総 務 課 総 務 課 長総 務 部 総 務 課 総 務 課 長総 務 部 総 務 課 総 務 課 長総 務 部 総 務 課 総 務 課 長

◎事務局職員出席者◎事務局職員出席者◎事務局職員出席者◎事務局職員出席者

事 務 局 長 谷 津 敬 一 君事 務 局 長 谷 津 敬 一 君事 務 局 長 谷 津 敬 一 君事 務 局 長 谷 津 敬 一 君

次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君

総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君

午前１０時００分 開会午前１０時００分 開会午前１０時００分 開会午前１０時００分 開会

●議長中西勇夫君 ただいまより、本日をも●議長中西勇夫君 ただいまより、本日をも●議長中西勇夫君 ただいまより、本日をも●議長中西勇夫君 ただいまより、本日をも

って招集されました平成１６年第２回美唄市って招集されました平成１６年第２回美唄市って招集されました平成１６年第２回美唄市って招集されました平成１６年第２回美唄市

議会臨時会を開会いたします。議会臨時会を開会いたします。議会臨時会を開会いたします。議会臨時会を開会いたします。

●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開

きます。きます。きます。きます。

●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。

３番 五十嵐聡君３番 五十嵐聡君３番 五十嵐聡君３番 五十嵐聡君

４番 白木優志君４番 白木優志君４番 白木優志君４番 白木優志君

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。

●議長中西勇夫君 次に日程の第２、会期決●議長中西勇夫君 次に日程の第２、会期決●議長中西勇夫君 次に日程の第２、会期決●議長中西勇夫君 次に日程の第２、会期決

定の件を議題といたします。定の件を議題といたします。定の件を議題といたします。定の件を議題といたします。
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お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日１日といたしたい本臨時会の会期は、本日１日といたしたい本臨時会の会期は、本日１日といたしたい本臨時会の会期は、本日１日といたしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］

ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日１日とすることに決定よって、会期は本日１日とすることに決定よって、会期は本日１日とすることに決定よって、会期は本日１日とすることに決定

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

●議長中西勇夫君 次に日程の第３、諸般報●議長中西勇夫君 次に日程の第３、諸般報●議長中西勇夫君 次に日程の第３、諸般報●議長中西勇夫君 次に日程の第３、諸般報

告に入ります。告に入ります。告に入ります。告に入ります。

諸般報告については朗読を省略いたします。諸般報告については朗読を省略いたします。諸般報告については朗読を省略いたします。諸般報告については朗読を省略いたします。

諸般報告についてご質疑ありませんか。諸般報告についてご質疑ありませんか。諸般報告についてご質疑ありませんか。諸般報告についてご質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］

これをもって諸般報告を終わります。これをもって諸般報告を終わります。これをもって諸般報告を終わります。これをもって諸般報告を終わります。

●議長中西勇夫君 次に日程の第４、議長報●議長中西勇夫君 次に日程の第４、議長報●議長中西勇夫君 次に日程の第４、議長報●議長中西勇夫君 次に日程の第４、議長報

告に入ります。告に入ります。告に入ります。告に入ります。

議長報告についても朗読を省略いたします。議長報告についても朗読を省略いたします。議長報告についても朗読を省略いたします。議長報告についても朗読を省略いたします。

議長報告についてご質疑ありませんか。議長報告についてご質疑ありませんか。議長報告についてご質疑ありませんか。議長報告についてご質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］

これをもって議長報告を終わります。これをもって議長報告を終わります。これをもって議長報告を終わります。これをもって議長報告を終わります。

●議長中西勇夫君 次に日程の第５、議案第●議長中西勇夫君 次に日程の第５、議案第●議長中西勇夫君 次に日程の第５、議案第●議長中西勇夫君 次に日程の第５、議案第

５６号平成１６年度美唄市下水道会計補正予５６号平成１６年度美唄市下水道会計補正予５６号平成１６年度美唄市下水道会計補正予５６号平成１６年度美唄市下水道会計補正予

算（第１号）を議題といたします。算（第１号）を議題といたします。算（第１号）を議題といたします。算（第１号）を議題といたします。

本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。

市長。市長。市長。市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） ただいま上程●市長井坂紘一郎君（登壇） ただいま上程●市長井坂紘一郎君（登壇） ただいま上程●市長井坂紘一郎君（登壇） ただいま上程

されました議案第５６号平成１６年度美唄市されました議案第５６号平成１６年度美唄市されました議案第５６号平成１６年度美唄市されました議案第５６号平成１６年度美唄市

下水道会計補正予算（第１号）について、提下水道会計補正予算（第１号）について、提下水道会計補正予算（第１号）について、提下水道会計補正予算（第１号）について、提

案理由をご説明申し上げます。案理由をご説明申し上げます。案理由をご説明申し上げます。案理由をご説明申し上げます。

本件は、第１条、歳入歳出予算及び第２条、本件は、第１条、歳入歳出予算及び第２条、本件は、第１条、歳入歳出予算及び第２条、本件は、第１条、歳入歳出予算及び第２条、

地方債について補正しようとするものでござ地方債について補正しようとするものでござ地方債について補正しようとするものでござ地方債について補正しようとするものでござ

います。います。います。います。

第１条、歳入歳出予算の補正については、第１条、歳入歳出予算の補正については、第１条、歳入歳出予算の補正については、第１条、歳入歳出予算の補正については、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,５５０万円歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,５５０万円歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,５５０万円歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,５５０万円

を追加し、補正後の予算総額を２９億４,４６を追加し、補正後の予算総額を２９億４,４６を追加し、補正後の予算総額を２９億４,４６を追加し、補正後の予算総額を２９億４,４６

１万８,０００円としようとするものでありま１万８,０００円としようとするものでありま１万８,０００円としようとするものでありま１万８,０００円としようとするものでありま

す。す。す。す。

補正内容の主なものについて、歳出から申補正内容の主なものについて、歳出から申補正内容の主なものについて、歳出から申補正内容の主なものについて、歳出から申

し上げますと、公債費に、将来の金利負担のし上げますと、公債費に、将来の金利負担のし上げますと、公債費に、将来の金利負担のし上げますと、公債費に、将来の金利負担の

軽減を図るため、企業債の借りかえに伴う償軽減を図るため、企業債の借りかえに伴う償軽減を図るため、企業債の借りかえに伴う償軽減を図るため、企業債の借りかえに伴う償

還元金及び償還利子を計上いたしました。還元金及び償還利子を計上いたしました。還元金及び償還利子を計上いたしました。還元金及び償還利子を計上いたしました。

一方、歳入については、市債に下水道整備一方、歳入については、市債に下水道整備一方、歳入については、市債に下水道整備一方、歳入については、市債に下水道整備

債を増額し、財源対応いたしました。債を増額し、財源対応いたしました。債を増額し、財源対応いたしました。債を増額し、財源対応いたしました。

第２条、地方債の補正については、下水道第２条、地方債の補正については、下水道第２条、地方債の補正については、下水道第２条、地方債の補正については、下水道

整備債の限度額を変更しようとするものでご整備債の限度額を変更しようとするものでご整備債の限度額を変更しようとするものでご整備債の限度額を変更しようとするものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。

●議長中西勇夫君 これより議案第５６号に●議長中西勇夫君 これより議案第５６号に●議長中西勇夫君 これより議案第５６号に●議長中西勇夫君 これより議案第５６号に

ついて質疑を行います。ついて質疑を行います。ついて質疑を行います。ついて質疑を行います。

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］

これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。

［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］［「なし」と呼ぶ者あり］

これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議本件は、原案のとおり決することにご異議本件は、原案のとおり決することにご異議本件は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。ありませんか。ありませんか。ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］

ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。

議案第５６号平成１６年度美唄市議案第５６号平成１６年度美唄市議案第５６号平成１６年度美唄市議案第５６号平成１６年度美唄市よって、よって、よって、よって、

は、原案のとは、原案のとは、原案のとは、原案のと下水道会計補正予算（第１号）下水道会計補正予算（第１号）下水道会計補正予算（第１号）下水道会計補正予算（第１号）

おり可決されました。おり可決されました。おり可決されました。おり可決されました。

●議長中西勇夫君 次に日程の第６、決議案●議長中西勇夫君 次に日程の第６、決議案●議長中西勇夫君 次に日程の第６、決議案●議長中西勇夫君 次に日程の第６、決議案

第２号美唄市地域医療問題等調査特別委員会第２号美唄市地域医療問題等調査特別委員会第２号美唄市地域医療問題等調査特別委員会第２号美唄市地域医療問題等調査特別委員会
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設置に関する決議を議題といたします。設置に関する決議を議題といたします。設置に関する決議を議題といたします。設置に関する決議を議題といたします。

本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。

２０番、林 国夫君。２０番、林 国夫君。２０番、林 国夫君。２０番、林 国夫君。

●２０番林 国夫君（登壇） ただいま議題●２０番林 国夫君（登壇） ただいま議題●２０番林 国夫君（登壇） ただいま議題●２０番林 国夫君（登壇） ただいま議題

となりました決議案第２号美唄市地域医療問となりました決議案第２号美唄市地域医療問となりました決議案第２号美唄市地域医療問となりました決議案第２号美唄市地域医療問

題等調査特別委員会設置に関する決議につい題等調査特別委員会設置に関する決議につい題等調査特別委員会設置に関する決議につい題等調査特別委員会設置に関する決議につい

て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明て、お手元の案文を朗読し、提案理由の説明

にかえさせていただきます。にかえさせていただきます。にかえさせていただきます。にかえさせていただきます。

美唄市地域医療問題等調査特別委員会設置美唄市地域医療問題等調査特別委員会設置美唄市地域医療問題等調査特別委員会設置美唄市地域医療問題等調査特別委員会設置

に関する決議。に関する決議。に関する決議。に関する決議。

（委員会の設置）（委員会の設置）（委員会の設置）（委員会の設置）

１ 本市議会に美唄市地域医療問題等調査特１ 本市議会に美唄市地域医療問題等調査特１ 本市議会に美唄市地域医療問題等調査特１ 本市議会に美唄市地域医療問題等調査特

別委員会を設置する。別委員会を設置する。別委員会を設置する。別委員会を設置する。

（設置の目的）（設置の目的）（設置の目的）（設置の目的）

２ 本委員会は、総合病院のあり方を中心と２ 本委員会は、総合病院のあり方を中心と２ 本委員会は、総合病院のあり方を中心と２ 本委員会は、総合病院のあり方を中心と

する地域医療の確保に関する調査を行うこする地域医療の確保に関する調査を行うこする地域医療の確保に関する調査を行うこする地域医療の確保に関する調査を行うこ

とを目的とする。とを目的とする。とを目的とする。とを目的とする。

（調査事項）（調査事項）（調査事項）（調査事項）

３ 本委員会の調査事項は、次のとおりとす３ 本委員会の調査事項は、次のとおりとす３ 本委員会の調査事項は、次のとおりとす３ 本委員会の調査事項は、次のとおりとす

る。る。る。る。

（１）総合病院のあり方を中心とする地域（１）総合病院のあり方を中心とする地域（１）総合病院のあり方を中心とする地域（１）総合病院のあり方を中心とする地域

医療の確保について医療の確保について医療の確保について医療の確保について

（２）その他地域医療に関する必要な事項（２）その他地域医療に関する必要な事項（２）その他地域医療に関する必要な事項（２）その他地域医療に関する必要な事項

についてについてについてについて

（委員の定数）（委員の定数）（委員の定数）（委員の定数）

４ 本委員会の定数は、２２人とする。４ 本委員会の定数は、２２人とする。４ 本委員会の定数は、２２人とする。４ 本委員会の定数は、２２人とする。

（調査期間と閉会中の審査）（調査期間と閉会中の審査）（調査期間と閉会中の審査）（調査期間と閉会中の審査）

５ 本委員会は、閉会中も調査を行うことが５ 本委員会は、閉会中も調査を行うことが５ 本委員会は、閉会中も調査を行うことが５ 本委員会は、閉会中も調査を行うことが

できることとし、議会において調査終了をできることとし、議会において調査終了をできることとし、議会において調査終了をできることとし、議会において調査終了を

議決するまで委員会を継続存置する。議決するまで委員会を継続存置する。議決するまで委員会を継続存置する。議決するまで委員会を継続存置する。

（経費）（経費）（経費）（経費）

６ 本委員会の調査に要する経費は、議長の６ 本委員会の調査に要する経費は、議長の６ 本委員会の調査に要する経費は、議長の６ 本委員会の調査に要する経費は、議長の

承認を得て支出する。承認を得て支出する。承認を得て支出する。承認を得て支出する。

上記決議する。上記決議する。上記決議する。上記決議する。

平成１６年８月２５日、美唄市議会。平成１６年８月２５日、美唄市議会。平成１６年８月２５日、美唄市議会。平成１６年８月２５日、美唄市議会。

●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。

ただいま提案理由の説明のありました決議ただいま提案理由の説明のありました決議ただいま提案理由の説明のありました決議ただいま提案理由の説明のありました決議

案第２号については、原案のとおり決するこ案第２号については、原案のとおり決するこ案第２号については、原案のとおり決するこ案第２号については、原案のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。とにご異議ありませんか。とにご異議ありませんか。とにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］

ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。

よって、決議案第２号美唄市地域医療問題よって、決議案第２号美唄市地域医療問題よって、決議案第２号美唄市地域医療問題よって、決議案第２号美唄市地域医療問題

等調査特別委員会設置に関する決議は、原案等調査特別委員会設置に関する決議は、原案等調査特別委員会設置に関する決議は、原案等調査特別委員会設置に関する決議は、原案

のとおり可決されました。のとおり可決されました。のとおり可決されました。のとおり可決されました。

お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。

ただいま設置されました美唄市地域医療問ただいま設置されました美唄市地域医療問ただいま設置されました美唄市地域医療問ただいま設置されました美唄市地域医療問

題等調査特別委員会委員の選任については、題等調査特別委員会委員の選任については、題等調査特別委員会委員の選任については、題等調査特別委員会委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、吉岡委員会条例第８条第１項の規定により、吉岡委員会条例第８条第１項の規定により、吉岡委員会条例第８条第１項の規定により、吉岡

文子君、広島雄偉君、五十嵐 聡君、白木優文子君、広島雄偉君、五十嵐 聡君、白木優文子君、広島雄偉君、五十嵐 聡君、白木優文子君、広島雄偉君、五十嵐 聡君、白木優

志君、小関勝教君、福庄計夫君、土井敏興君、志君、小関勝教君、福庄計夫君、土井敏興君、志君、小関勝教君、福庄計夫君、土井敏興君、志君、小関勝教君、福庄計夫君、土井敏興君、

谷内八重子君、長谷川吉春君、米田良克君、谷内八重子君、長谷川吉春君、米田良克君、谷内八重子君、長谷川吉春君、米田良克君、谷内八重子君、長谷川吉春君、米田良克君、

古関充康君、矢部正義君、谷村孝一君、川本古関充康君、矢部正義君、谷村孝一君、川本古関充康君、矢部正義君、谷村孝一君、川本古関充康君、矢部正義君、谷村孝一君、川本

政芳君、内馬場克康君、本郷幸治君、吉田政芳君、内馬場克康君、本郷幸治君、吉田政芳君、内馬場克康君、本郷幸治君、吉田政芳君、内馬場克康君、本郷幸治君、吉田

栄君、紫藤政則君、荘司光雄君、林 国夫君、栄君、紫藤政則君、荘司光雄君、林 国夫君、栄君、紫藤政則君、荘司光雄君、林 国夫君、栄君、紫藤政則君、荘司光雄君、林 国夫君、

中西勇夫、長岡正勝君の以上２２人の諸君を中西勇夫、長岡正勝君の以上２２人の諸君を中西勇夫、長岡正勝君の以上２２人の諸君を中西勇夫、長岡正勝君の以上２２人の諸君を

指名いたしたいと思います。指名いたしたいと思います。指名いたしたいと思います。指名いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］

ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました２２人よって、ただいま指名いたしました２２人よって、ただいま指名いたしました２２人よって、ただいま指名いたしました２２人

の委員を美唄市地域医療問題等調査特別委員の委員を美唄市地域医療問題等調査特別委員の委員を美唄市地域医療問題等調査特別委員の委員を美唄市地域医療問題等調査特別委員

会委員に選任することに決定いたしました。会委員に選任することに決定いたしました。会委員に選任することに決定いたしました。会委員に選任することに決定いたしました。

●議長中西勇夫君 以上をもちまして、今期●議長中西勇夫君 以上をもちまして、今期●議長中西勇夫君 以上をもちまして、今期●議長中西勇夫君 以上をもちまして、今期

臨時会に付議されました各案件は、全部議了臨時会に付議されました各案件は、全部議了臨時会に付議されました各案件は、全部議了臨時会に付議されました各案件は、全部議了

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

これをもって、平成１６年第２回美唄市議これをもって、平成１６年第２回美唄市議これをもって、平成１６年第２回美唄市議これをもって、平成１６年第２回美唄市議

会臨時会は閉会いたします。会臨時会は閉会いたします。会臨時会は閉会いたします。会臨時会は閉会いたします。
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午前１０時０８分 閉会午前１０時０８分 閉会午前１０時０８分 閉会午前１０時０８分 閉会
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